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幼
稚
園
と
保
育
所
の
そ
れ
ぞ
れ

の
良
い
と
こ
ろ
を
生
か
し
な
が
ら
、

そ
の
両
方
の
役
割
を
果
た
し
、
小

学
校
に
就
学
す
る
ま
で
の
子
ど
も

に
対
す
る
教
育
・
保
育
と
、
地
域

の
子
育
て
家
庭
を
対

象
に
し
た
子
育
て
支

援
を
総
合
的
に
提
供

す
る
施
設
で
す
。

　

市
で
は
、
認
定
こ

ど
も
園
で
4
・
5
歳

児
の
幼
稚
園
児（
短

時
間
児
）と
0
〜
5

歳
児
の
保
育
所
児（
長
時
間
児
）を

受
け
入
れ
ま
す
。

　

4
・
5
歳
児
が
、
保
護
者
の
就

労
の
有
無
な
ど
に
よ
っ
て
幼
稚
園

と
保
育
所
に
分
か
れ
る
こ
と
な
く
、

　

市
で
は
、昨
年
10
月
に
策
定
し
た「
豊
岡
市
に
お
け
る
幼
稚
園
・
保

育
所
の
あ
り
方
計
画
」に
基
づ
き
、城
崎
地
域
と
但
東
地
域
で
、平
成

23
年
4
月
か
ら「
認
定
こ
ど
も
園
」を
開
園
し
ま
す
。

《
問
合
せ
》こ
ど
も
企
画
課
こ
ど
も
企
画
係
☎
21

－

9
0
0
3

同
年
齢
児
が
同
じ
ク
ラ
ス
で
一
緒

に
幼
児
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

ま
た
、
年
度
途
中
で
保
護
者
が

就
労
な
ど
を
中
断
し
て
も
、
継
続

し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

市
で
は
、
市
内
い
ず
れ
の
幼
稚

園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
に

お
い
て
も
、
同
じ
レ
ベ
ル
の
質
の

高
い
教
育
・
保
育
が
実
践
で
き
る

よ
う
、
就
学
前
の
教
育
・
保
育
計

画
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
今

年
11
月
を
目
途
に
﹁
豊
岡
市
就
学

前
の
教
育
・
保
育
計
画（
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
・
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
）﹂
の
策
定
を

進
め
て
い
ま
す
。
ま

た
、
今
後
も
、
小
学

校
と
の
連
携
を
図
っ

て
い
き
ま
す
。

﹁
認
定
こ
ど
も
園
﹂と
は

﹁
認
定
こ
ど
も
園
﹂の
メ
リ
ッ
ト

就
学
前
の
保
育
・
教
育

就
学
前
の
保
育
と
教
育
を

　
　
　
　
　

総
合
的
に
提
供

1
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

時刻 7：00 8：00 10：00 12：00 14：00 16：00 18：00 19：00

０〜３歳児
（保育所児）

４
・
５
歳
児

長時間児
（保育所児）

短時間児
（幼稚園児）

※標準的なスケジュールであり、施設、曜日、季節などにより多少異なることがあります。

早
朝
保
育

登　
　

園

保
育

昼
食

保
育

お
や
つ

お
昼
寝

保
育

お
や
つ

お
昼
寝

降
園

降
園

延
長
保
育《共通の教育・保育時間》

幼稚園児と保育所児が同
じクラスで一緒に活動す
る時間

昼食
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11
月
25
日
発
行
の
市
広
報
紙
で

園
児
募
集
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

4
・
5
歳
児
は
、短
時
間
部（
幼

稚
園
）か
長
時
間
部（
保
育
所
）を

選
択
く
だ
さ
い
。
3
歳
児
以
下
は

全
員
長
時
間
部（
保
育
所
）へ
の
入

園
と
な
り
ま
す
。

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
本
来

小
学
1
〜
3
年
生
の
放
課
後
留
守

家
庭
等
児
童
を
対
象
に
行
う
事
業

で
す
。
幼
稚
園
児
が
家
庭
外
で
長

時
間
保
育
を
受
け
る
場
合
は
、
体

力
お
よ
び
環
境
面
か
ら
保
育
所
が

望
ま
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

城
崎
・
但
東
地
域
で
は
、
認
定

こ
ど
も
園
の
長
時
間
部
の
受
け
入

れ
が
可
能
な
こ
と
か
ら
、
幼
稚
園

児（
短
時
間
児
）は
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
の
利
用
を
対
象
外
と
し
ま
す
。

入
園
手
続
き

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

年齢 受入基準 区分 通常保育時間 早朝・延長保育 休業日 保育料
３歳児
以下

保育に
欠ける子

長時間児
（保育所児）

城崎こども園
8：30〜16：30

合橋・高橋・
資母認定こども園
8：15〜16：15

早朝7：30〜
延長19：00まで

（18：30以降有料）
※城崎こども園は、
　延長19：30まで

現在の保育所と
同じ

市保育所保育料
（所得に応じたも
の。給食費含む）

４歳児
５歳児

保育に
欠ける子

保育を
希望する子

短時間児
（幼稚園児）

原則
8：30〜14：00

（園によって多
少異なります。）

一時保育
利用可能
（有料）

現在の市立幼稚園
と同じ

土曜日は休み
春・夏・冬休み有

※城崎こども園は、長
期休業期間中、希望
者に預かり保育実施

市幼稚園保育料
　月額5,500円
  （平成22年度）＋
　給食費3,300円

※日曜日、祝日は休みです。
※保育料のほかに、個人の持ち物について実費徴収することがあります。

受入基準と保育時間・保育料

運営体制・利用施設

※利用施設
　・平成23年度　必要な増改築を行った現幼稚園施設で、認定こども園を開設
　・平成24年度〜現保育園の場所に改築した新園舎で、認定こども園を開園

※利用施設
　・平成23年度〜現在の幼稚園と保育園の両園舎を活用して、認定こども園を開園

※利用施設
　・平成23年度〜現在の幼稚園と保育園の両園舎を活用して、認定こども園を開園

※利用施設
　・平成23年度〜現在の保育園舎を活用して、認定こども園を開園

※市立幼稚園は廃止市立城崎幼稚園

市立合橋幼稚園

市立合橋保育園

市立高橋幼稚園

市立高橋保育園

市立資母幼稚園

市立資母保育園

市立合橋認定こども園

市立資母認定こども園

市立高橋認定こども園

社会福祉法人　城崎保育園

社会福祉法人　城崎幼稚園（予定）
社会福祉法人　城崎こども園（仮称）


